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平成２５年 第８回 定例教育委員会 会議録 

 

招集日時 平成２５年 ８月２１日  午後 ２時００分 

開会日時 平成２５年 ８月２１日  午後 ２時００分 

閉会日時 平成２５年 ８月２１日  午後 ３時００分 

開催場所 ふじみ野市大井総合支所１階会議室 

委 員 長 冨 山  章 

教 育 長  矢 島 秀 一 

書 記 小 川 正 樹 

委 

員 

出 

席 

状 

況 

席番 氏  名 出席別 議 事 出 席 者 

１ 冨山 章 出 教育部長 髙山 稔 出 上福岡図書館長 吉川 益弘 出 

２ 雪平 定夫 出 総 務 課 長 西郷 雅美 出 大井中央公民館長 近藤  朗 出 

３ 小熊千寿子 出 学校教育課長 山﨑 祐一  出 上福岡歴史民俗資料館長 坪田 幹男 出 

４ 冨田信太郎 出 学 校 給 食 課 長  関  敬 二 欠 総務課主幹  池澤  信之  出 

５  矢島 秀一 出 生涯学習課長 桜井 信枝  出 学校教育課主幹 忽滑谷 敏之 出 

 
  学校給食課主幹 佐藤 友直 出 

    

傍聴人数 ０人 

会 議 概 要 

  

委員長 

 (２時００分) 

     

     

 

各委員 

委員長 

各委員 

委員長 

 

 平成２５年第８回定例教育委員会会議の開会を宣言。 

ただ今から、平成２５年第８回定例教育委員会会議を開催いたします。 

まず始めに、前回の教育委員会会議録の承認についてでございます。 

こちらについては、各委員に事前に配られておりますが、何か確認事項等

はございますか。 

（確認事項なし） 

特に無いようですので、この内容で承認してよろしいでしょうか。 

（全員了承） 

それでは、定例会会議録につきましては、この内容で承認といたします。

後ほど、各委員の署名をお願いします。 
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教育長 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

委員長 

 

 

上福岡図書館長 

 

委員長 

 

各委員 

委員長 

 

各委員 

委員長 

次に、教育長から報告をお願いします。 

 ・河岸記念館ライトアップについて 

   好評のため継続して実施していきたい。 

 ・上福岡歴史民俗資料館「火工廠」の常設展示について 

   大変好評でＮＨＫテレビでも取り上げられた。 

 ・教員全員研修会について 

   ８月２２日（木）勤労福祉センターで開催するのでよろしくお願いし

たい。 

それでは、本会議に提案されました議事を申し上げます。 

 第３９号議案、「ふじみ野市放課後子ども教室事業実施要綱の一部を改正す

ることについて」 

 第４０号議案、「ふじみ野市立図書館協議会委員を委嘱することについて」 

 報告事項、「公共施設の安全点検結果について」 

報告事項、「平成２５年度大規模改造工事の進捗状況について」 

以上、議案２件、報告事項２件でございます。 

 それでは、教育長から提案理由をお願いします。 

議案書から提案理由を説明。 

 なお、第３９号議案の生涯学習課長が、他の公務で遅れて出席となるため、

４０号議案からの審議をお願いします。 

つづいて、審議に入ります。 

教育長からの提案のとおり、第４０号議案を議題といたします。 

本議案の説明を、上福岡図書館長よりお願いいたします。 

 ２号委員の西小学校ＰＴＡ会長の異動による交代。任期は前任者の残任期

間となる。 

 この案件について、各委員の皆様から、ご質問がございましたらお願いし

ます。 

 質疑無し 

他に質問がないようですので、お諮りします。 

第４０号議案は原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

全員賛成 

賛成総員と認め、第４０号議案は、原案のとおり決定いたします。 
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総務課長 

 

 

委員長 

 

雪平委員 

 

 

総務課主幹 

 

 

 

 

 

 

 

雪平委員 

 

総務課主幹 

 

 

 

 

雪平委員 

 

 

 

 

 それでは次に、報告事項に入ります。 

報告事項「公共施設の安全点検結果について」の説明を総務課長よりお願い

いたします。 

 毎年７月３１日の公共施設安全点検の日における点検結果の報告。 

 Ⅰ類－Ａ評価が１件、Ｂ評価が１件。 

 Ⅱ類―Ｂ評価が２件。上野台小の体育館外壁、西小の遊具。 

この案件について、各委員の皆様から、ご質問がございましたらお願いし

ます。 

 先の東日本大震災の際、つり天井が問題となりましたが、懸念される構造

なのか、震度６から７でも耐えられる構造になっているものなのか、各教室

のつり天井の状況を教えてください。 

 上階の床のコンクリートの下に幅５㎝の鉄骨材を４５から６５㎝間隔で張

り、その鉄骨材に白い天井材をビス止めしておりますが、その鉄骨材がコン

クリートから離れている場合をつり天井と称しまして、ほとんどの小中学校

の教室はつり天井です。 

 各小中学校の現状は、震災後、すべての教室を確認して異常がないことを

確認しています。ただし、老朽化も進んでいるため、大規模改造時には設計

時点で設計事務所や建築課技術担当ともに、天井裏を調べ老朽化やさびが出

ているところはすべて張り替える方針で改修を進めている状況です。 

 そうすると耐震工事と同時につり天井も調べるということですか。また、

震度６、７でも耐えられる構造となっているのでしょうか。 

 新聞報道等で問題となっているつり天井につきましては、床からの高さが

６ｍ以上で部屋の面積が２００㎡以上のつり天井の場合で、地震の際、揺れ

幅が大きく、なおかつ高さが高いと危険であるため対象となっています。教

室は６０から７０㎡くらいの広さで高さは３ｍ程度ですので、それには該当

しませんが、震度６強に耐えられるかとなると若干の不安は残ります。 

 私も構造等は詳しくはわかりませんが、子どもたちは、地震が起こった時

は、机の下に隠れる訓練をしていると思います。そのあと逃げていくと思い

ますが、落下物があると小学校低学年にとっては支障をきたすと思われます。

今の話を伺いますとより安全な学習環境を整えるという観点からすると不安

に感じます。現在の構造を補強することはできないのでしょうか。 
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総務課主幹 

 

 

 

 

 

 

 

雪平委員 

委員長 

各委員 

委員長 

 

 

 

総務課主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 先の震災の中で天井が落ちて事故になった事例は、体育館、武道場、講堂

などの広い部屋が多く、教室の事例としては問題となるほど被害は大きくは

なかったため、今回の補強の対象にはなっていない状況です。 

 今のところ、上階の床から１０から１５㎝離れて張られている天井の補強

方法は示されていない状況です。そのために、即効性はありませんが古い校

舎から順に行っている大規模改造工事の際に、より詳細に調査をして少しで

も心配がある場合には、全部撤去して張り替える方法で対応している状況で

す。 

 わかりました。 

 他に質問はありますか。 

 質疑無し 

 他に質疑等がないようですので、本件の報告事項については、これで了承

したいと思います。 

 それでは、続けて次の報告事項「平成２５年度大規模改造工事の進捗状況

について」の説明を総務課主幹よりお願いいたします。 

 平成２５年度大規模改造工事の実施校４校（鶴ケ丘小、大井西中、亀久保

小、三角小）について説明。 

 鶴ケ丘小－２４、２５年度２か年の継続事業。２４年度は普通教室棟のト

イレ改修、特別教室棟、教室棟の外部改修。２５年度は特別教室棟、教室棟

の内部改修。夏休み中にほぼ完了予定。引越しに９月の１週目までかかる。 

 大井西中－２４、２５年度２か年の継続事業。２４年度は特別教室、昇降

口棟の外部、内部改修。２５年度は普通教室棟、外部内部改修。昇降口棟の

ひさし、普通教室棟の多目的トイレの新設、外構。夏休み中にほぼ完了予定。 

 亀久保小－２５、２６年度２か年の継続事業。２５年度は普通教室棟、特

別教室棟、昇降口棟外部、普通教室棟内部。普通教室棟のトイレ改修。夏休

み中にほぼ完了予定。 

 三角小－２５、２６年度２か年の継続事業。２５年度は普通教室棟、特別

教室棟、昇降口棟外部、普通教室棟内部。夏休み中にほぼ完了予定。特別教

室棟のみ９月まで残る。 

 この案件について、各委員の皆様から、ご質問がございましたらお願いし

ます。 
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雪平委員 

 

総務課主幹 

 

雪平委員 

委員長 

 

総務課主幹 

 

委員長 

 

 

各委員 

委員長 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

委員長 

 

雪平委員 

 

生涯学習課長 

雪平委員 

 

生涯学習課長 

 

 理科室や家庭科室の大きな机については、どのように対応するのでしょう

か。 

 理科室や家庭科調理室の机についても建物同様に老朽化が進んでいるため

使用に際し著しく支障があるものについては、取り換えていく方針です。 

 そこまで見ていただいてありがとうございます。 

 三角小の職員玄関の前も９月の１週目まで足場が残るようですが、この前

を通り通学する子どももいると思われますが、安全対策は考えていますか。 

 夏休みが終わった後の仮設計画を立て、囲いを設置し児童の立ち入りがで

きないよう実施していきます。 

 三角小は自動車の侵入路が正門からの１本しかなく、半数の児童が正門を

利用するのでその安全対策もお願いします。 

 他にございますか。 

 質疑無し 

 他に質疑等がないようですので、本件の報告事項については、これで了承

したいと思います。 

 次に、第３９号議案を議題といたします。 

本議案の説明を、生涯学習課長よりお願いいたします。 

 放課後子ども教室実施要綱に位置付けられる運営委員会の規定を市全体の

付属機関の見直しに基づき、条例化の必要から一旦削除するもの。今後条例

化に向け検討する。 

 子ども教室の現状－実施校９校、２６年度１１校、２７年度１３校、すべ

ての小学校で実施予定。運営方法の検討を要する。 

 この案件について、各委員の皆様から、ご質問がございましたらお願いし

ます。 

 ９月１日から施行されますが、運営委員会が無くても機能していくものな

のでしょうか。 

 現在、運営委員会が設置されておらず、実態が無い状況です。 

 今後、条例化がされる方向でしょうか。小学校全校で実施された場合の運

営の見通しを教えてください。 

 １３校すべての運営の方向性の決定など意思決定できる運営委員会として

いきたいと考えます。 



 

- 6 - 

教育長 

生涯学習課長 

 

教育長 

生涯学習課長 

 

教育長 

生涯学習課長 

 

 

 

 

委員長 

各委員 

委員長 

 

各委員 

委員長 

 

 

資料館長 

生涯学習課長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 他市の運営実態状況を教えてください。 

 他市については、運営委員会が設置されている状況です。事業が立ち上が

った当初は、実行委員会という名称でしたが設置されていませんでした。 

 本市の場合、運営委員会の役割はどこで所掌しているのですか。 

 生涯学習課で行っております。ただし、事業後の検証及び評価は行ってお

りません。 

 それで支障はなかったのですか。 

 これまでは、実施校が少なかったため支障がありませんでしたが、今年９

校に増え再来年には１３校すべてで実施されることになり、安全管理を含め

た組織運営全体に目を配ることが困難な状況が生じると予想されます。 

 各教室にはコーディネーターがおり、各教室をまとめる技術も向上しまし

たので、今後は、コーディネーターを中心に運営を進めていければと考えて

います。 

 他のご質問等がございますか 

 質疑無し 

 他に質問がないようですので、お諮りします。 

 第３９号議案は原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

 全員賛成 

賛成総員と認め、第３９号議案は、原案のとおり決定いたします。 

 以上で議案２件、報告事項２件の審議を終了いたしますが、各課から別件で

報告をしておくべき事項がありましたらお願いします。 

・両資料館でホームページを立ち上げましたのでご覧ください。 

・日野原先生講演会実施報告。 

  参加者 ホール６６０人、大会議室９０人、視聴覚室９０人、談話室 

７０人、合計 ９１０人。 

  応援体制 教育委員会３４人、市長部局８人 合計４２人。 

ありがとうございました。 

以上で、平成２５年第８回定例教育委員会会議を閉会いたします。 

なお、次回の定例教育委員会会議につきましては、平成２５年９月１９日

（木）午後２時００分から、場所は市役所 第２庁舎３階３０１会議室を 

予定しております。 
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（１５時００分） 本日は大変お疲れ様でした。 

閉会 

  
 


